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は
じ
め
に

　
『
延
喜
式
』
大
学
寮
に
は
、
釈
奠
の
執
行
に
関
し
て
以
下
の
規
定
が
存
在
す
る
。

　
　

�

凡
享
日
、
在
二
園
韓
神
并
春
日
・
大
原
野
等
祭
之
前
一、
及
与
二
祭
日
一
相
当
、

停
レ
用
二
三
牲
及
莵
一、
代
レ
之
以
レ
魚
。
其
魚
毎
レ
府
令
レ
進
二
五
寸
以
上
鯉
鮒
之

類
五
十
隻
鮮
潔
者
一。

　

釈
奠
で
は
、「
三
牲
」
と
し
て
鹿
・
猪
・
兎
の
肉
を
供
え
る
こ
と
が
同
じ
く
『
延

喜
式
』
大
学
寮
に
見
え
る
。
釈
奠
の
祭
日
は
二
月
及
び
八
月
の
「
上
丁
」
の
日
で
あ

る
が
、
年
に
よ
っ
て
は
そ
の
日
は
、
園
韓
神
祭
な
ど
諸
社
の
祭
日
や
そ
の
た
め
の
斎

戒
期
間
と
重
複
す
る
。
そ
う
い
っ
た
場
合
に
は
鹿
な
ど
の
肉
の
使
用
を
止
め
て
、
代

わ
り
に
鯉
や
鮒
の
よ
う
な
魚
類
を
進
上
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
規
定
は
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
事
柄
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
つ
に
は
釈
奠
と

神
祇
祭
祀
と
に
お
け
る
肉
の
扱
い
の
差
異
で
あ
り
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
両
者
が

対
立
し
た
場
合
の
解
決
策
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
が
魚
類
で
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
以
上
の
措
置
は
、『
延
喜
式
』
段
階
に
お
い
て
は
祭
日
が
重
複
し
た
際
の

手
段
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
少
な
く
と
も
十
二
世
紀
頃
に
は
そ
れ
は
半
ば
恒
常

化
し
、
釈
奠
に
肉
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
無
く
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
古
代
の
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
肉
を
め
ぐ
る
禁
忌
は
、
時
に
神

祇
祭
祀
の
枠
を
超
え
て
多
方
面
に
波
及
し
、
更
に
は
仏
教
に
基
づ
く
不
殺
生
の
思
想

と
も
関
連
し
合
い
つ
つ
、
日
本
に
お
け
る
肉
食
慣
行
そ
の
も
の
の
展
開
に
ま
で
も
影

響
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
肉
と
は
対
照
的
に
神
祇
祭
祀
の
場
に

お
い
て
魚
は
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
魚
食
の
禁
忌
に
つ

い
て
は
専
ら
仏
教
の
影
響
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
遍
く
生
類
を
対
象
と
し

て
そ
れ
を
殺
害
、
乃
至
は
食
す
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
仏
教
に
対
し
て
、
神
祇
祭
祀

に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
も
肉
、
と
り
わ
け
牛
馬
や
鹿
と
い
っ
た
所
謂

四
足
獣
の
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
肉
は
神
祇
祭
祀
と
仏
教
の
両
者
に

あ
っ
て
共
通
し
た
禁
忌
の
対
象
と
な
り
得
る
が
、
魚
類
に
つ
い
て
は
そ
の
限
り
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
大
枠
と
し
て
は
以
上
の
よ
う
な
理
解
が
成
り
立
つ
も
の
の
、
釈
奠

に
お
け
る
肉
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
魚
類
も
ま
た
そ
の
扱
い
を
め
ぐ
る
複
雑
な

状
況
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
特
に
平
安
期
貴
族
社
会
に
お

け
る
魚
食
禁
忌
の
実
相
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
禁
忌
と
い
う
も
の
の
帯
び
る

そ
の
動
的
性
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

一
　
魚
食
の
問
題
化
す
る
局
面

（
一
）
神
祇
令
散
斎
条
と
斎
戒
時
の
食
時
規
制

　

日
本
に
お
け
る
肉
食
慣
行
の
展
開
を
考
え
る
上
で
は
、
仏
教
と
並
び
神
祇
祭
祀
も

ま
た
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
冒
頭
で
多
少
言
及
し
た
。
そ
の
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神
祇
祭
祀
に
お
け
る
肉
の
扱
い
を
め
ぐ
る
重
要
な
史
料
と
な
る
の
が
、
神
祇
祭
祀
の

執
行
に
際
し
て
の
斎
戒
に
つ
い
て
規
定
し
た
以
下
の
神
祇
令
散
斎
条
で
あ
る
。

　
　

�

凡
散
斎
之
内
、
諸
司
理
レ
事
如
レ
旧
。
不
レ
得
二
弔
レ
喪
、
問
レ
疾
、
食
宍
。
亦

不
レ
判
二
刑
殺
一、
不
レ
決
二
罰
罪
人
一、
不
レ
作
二
音
楽
一、
不
レ
預
二
穢
悪
之
事
一。
致
斎
、

唯
為
二
祀
事
一
得
レ
行
、
自
余
悉
断
。
其
致
斎
前
後
、
兼
為
二
散
斎
一。

　

斎
戒
と
は
、
神
を
祭
る
た
め
に
必
要
な
段
階
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
一
定
期
間
の

謹
慎
で
あ
り
、
そ
の
慣
習
自
体
は
律
令
成
立
期
以
前
に
遡
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
国
家
祭
祀
の
整
備
の
一
環
と
し
て
、
制
度
的
確
立
を
見
た
も

の
と
し
て
散
斎
条
の
規
定
は
評
価
さ
れ
る
。

　

こ
の
規
定
は
同
じ
く
神
祇
令
の
「
凡
天
皇
即
位
、
惣
祭
二
天
神
地
祇
一。
散
斎
一
月
、

致
斎
三
日
」
と
す
る
即
位
条
及
び
、「
凡
一
月
斎
為
二
大
祀
一、
三
日
斎
二
中
祀
一、
一
日

斎
為
二
小
祀
一
」
と
す
る
月
斎
条
と
抱
き
合
わ
せ
の
形
で
運
用
さ
れ
る
。
最
も
厳
重

な
斎
戒
が
要
求
さ
れ
る
大
嘗
祭
の
場
合
、
そ
の
祭
日
を
中
心
に
、
当
日
及
び
そ
の
前

後
三
日
間
を
致
斎
と
し
、
そ
の
致
斎
の
前
後
一
箇
月
間
が
致
斎
の
期
間
と
な
る
の
で

あ
り
、
散
斎
の
期
間
、
官
人
ら
は
通
常
通
り
職
務
を
行
い
つ
つ
、
散
斎
条
の
規
定
す

る
七
項
目
の
行
為
を
避
け
る
。
そ
し
て
致
斎
の
期
間
は
、「
唯
為
二
祀
事
一
得
レ
行
、

自
余
悉
断
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
散
斎
期
間
の
禁
忌
事
項
は
そ
の
期
間
も
継
続
し

て
遵
守
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
散
斎
と
致
斎
の
二
段
階
か
ら
な
る
斎
戒
の
期
間
に
お
い
て
は
、

「
弔
喪
」、「
判
刑
殺
」、「
問
疾
」「
決
罰
罪
人
」、「
食
宍
」、「
作
音
楽
」、
そ
し
て
「
穢

悪
」
の
七
項
目
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
散
斎
条
は
、
唐
の
祀
令

の
規
定
を
そ
の
母
法
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

�

諸
散
斎
之
内
、
昼
理
レ
事
如
レ
旧
。
夜
宿
レ
於
二
正
寝
一。
不
レ
得
二
弔
レ
喪
、
問
疾
。

不
レ
判
二
署
刑
殺
文
書
一。
不
レ
決
二
罰
罪
人
一。
不
レ
作
レ
楽
。
不
レ
預
二
穢
悪
之
事
一。

致
斎
、
唯
為
二
祀
事
一
得
レ
行
、
其
余
悉
断
。（
後
略
）

　

こ
れ
と
散
斎
条
を
比
較
し
て
み
た
場
合
、
ま
ず
着
目
さ
れ
る
の
は
、
唐
令
は
「
食

宍
」
を
禁
止
事
項
に
挙
げ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
日
唐
間
の
差
異
は
、
日
本
の

律
令
成
立
期
以
前
に
遡
る
肉
食
禁
忌
の
存
在
を
示
す
論
拠
と
し
て
、
か
つ
て
は
し
ば

し
ば
提
示
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
む
し
ろ
「
食
宍
」
の
項
目
の
挿
入

は
、
お
そ
ら
く
は
当
時
「
美
味
で
贅
沢
な
食
べ
物
」
で
あ
っ
た
肉
を
一
時
的
に
断
つ

こ
と
で
、「
神
に
対
し
て
恐
れ
慎
む
姿
勢
を
示
そ
う
と
」
考
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
る

と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、少
な
く
と
も
律
令
成
立
期
前
後
に
あ
っ

て
、
肉
食
は
恒
常
的
な
禁
忌
の
対
象
で
は
な
く
、
肉
食
慣
行
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、

「
祈
り
」
の
場
に
お
け
る
一
時
的
な
禁
忌
の
対
象
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

な
お
、
そ
の
後
、
散
斎
条
を
も
と
に
、『
弘
仁
式
』・『
貞
観
式
』
を
経
て
成
立
し

た
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、『
延
喜
式
』
触
穢
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
散
斎
条
段
階

で
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
「
穢
悪
」
の
指
す
と
こ
ろ
を
明
文
化
す
る
と
共
に
、

そ
れ
に
抵
触
し
た
場
合
、
神
祇
祭
祀
に
関
与
出
来
な
い
「
忌
」
の
期
間
を
定
め
る
も

の
で
あ
る
が
、
此
処
に
お
い
て
「
喫
宍
」
に
は
三
日
の
忌
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

凡
触
二
穢
悪
事
一
応
レ
忌
者
、
人
死
限
卅
日
。自

二
葬
日
一

始
計
。　
　

産
七
日
。
六
畜
死
五
日
。

産
三
日
。鶏
非
二

忌
限
一。其
喫
レ
宍
三
日
。此
官
尋
常
忌
レ
之
。但
当
レ

祭
時
、余
司
皆
レ
忌
。　　

　

こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
、
神
祇
祭
祀
の
執
行
に
あ
た
っ
て
肉
食
は
制
限
さ
れ
、

そ
し
て
院
政
期
段
階
に
お
い
て
は
、
斎
戒
の
期
間
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
肉
食

を
し
た
場
合
の
参
内
ま
で
も
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
斎
戒
の
期
間
に
お
い

て
魚
類
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
平
安
期
の
最
末
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）、
後
鳥
羽
天
皇
の
即
位
大
嘗
祭
に
際
し
て
、

以
下
の
記
録
が
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　

�

雖
レ
為
二
神
事
一
不
レ
食
二
魚
味
一。
但
居
二
交
一
杯
一。
実
不
レ
食
也
。
依
二
斎
日
一
也
。

�

（『
山
槐
記
』
元
暦
元
年
八
月
二
十
三
日
条
）

　
『
山
槐
記
』
の
記
主
で
あ
る
中
山
忠
親
は
、
こ
れ
よ
り
先
の
八
月
十
一
日
、
大
嘗

祭
の
検
校
を
奉
行
し
、
そ
れ
を
受
け
て
、
早
速
に
自
邸
で
斎
戒
の
態
勢
を
整
え
始
め

（
３
）

（
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）
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）
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６
）
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７
）

（
８
）
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た
が
、
右
は
そ
の
最
中
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
二
十
三
日
は
、
六
斎
日
の
一
つ
に
あ

た
る
た
め
、
忠
親
は
食
事
に
「
魚
味
」
が
供
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
を
食
す
る

こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
二
日
後
に
、
彼
は
神
祇
大
副
で
あ
っ
た
卜
部
兼
友
に
、

斎
戒
時
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
対
す
る
兼
友
の
返
信
に
は
次
の
記
述
が
見
え
る
。

　
　

�

一
、
御
精
進
事
。
雖
二
正
五
九
并
六
斎
十
斎
日
一、
可
レ
居
二
加
魚
味
一
也
。

�

（
同
二
十
五
日
条
）

　

す
な
わ
ち
正
月
・
五
月
・
九
月
の
三
斎
月
乃
至
六
斎
日
や
十
斎
日
で
あ
っ
て
も
、

斎
戒
の
期
間
中
は
魚
味
を
供
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。六
斎
日
と
は
、

在
家
の
仏
教
信
者
が
八
斎
戒
を
特
に
護
持
す
べ
き
と
さ
れ
た
日
で
、
毎
月
の
八
日
・

十
四
日
・
十
五
日
・
二
十
三
日
・
二
十
九
日
・
三
十
日
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
そ
こ
に

一
日
・
十
八
日
・
二
十
四
日
・
二
十
八
日
を
加
え
た
も
の
が
十
斎
日
で
あ
る
。
ま
た

八
斎
戒
は
、
そ
の
内
容
に
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
不
殺
生
、
不
偸
盗
、
不
淫
、
不
妄

語
、
不
飲
酒
、
不
得
過
日
中
食
な
ど
か
ら
成
り
、
奈
良
期
段
階
か
ら
そ
の
受
容
が
進

ん
で
い
た
が
、
こ
の
う
ち
の
不
殺
生
戒
に
つ
い
て
は
、
雑
令
月
六
斎
日
条
に
、「
凡

月
六
斎
日
、
公
私
皆
断
二
殺
生
一
」
と
あ
る
。
こ
の
規
定
を
意
識
し
て
い
る
の
か
は
定

か
で
な
い
が
、
平
安
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
特
に
六
斎
日
の
不
殺
生
戒
の
護
持
、
す

な
わ
ち
精
進
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
右
の
『
山
槐
記
』
の
み
な
ら
ず
、
他
の
史

料
に
も
散
見
す
る
。

　

話
を
『
山
槐
記
』
に
戻
す
と
、
忠
親
と
兼
友
と
の
や
り
取
り
が
示
し
て
い
る
と
こ

ろ
と
し
て
、
斎
戒
時
に
は
魚
食
は
禁
止
事
項
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た

仏
教
思
想
に
基
づ
く
精
進
と
斎
戒
と
が
重
な
っ
た
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
建
前
上

は
斎
戒
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
出
来
る
。
兼
友
が
斯
様

な
意
見
を
述
べ
て
い
る
背
景
に
は
、
神
祇
祭
祀
と
仏
教
と
の
住
み
分
け
、
す
な
わ
ち

神
仏
隔
離
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
取
正
男
氏
や
佐

藤
眞
人
氏
な
ど
に
よ
る
研
究
が
存
在
す
る
が
、
ご
く
簡
潔
に
述
べ
れ
ば
、
神
祇
祭
祀

の
執
行
に
あ
た
っ
て
は
、
仏
事
の
同
時
進
行
は
憚
ら
れ
、
ま
た
次
に
挙
げ
る
『
延
喜

式
』
の
規
定
に
あ
る
よ
う
に
、
服
喪
者
と
共
に
僧
尼
は
参
内
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
　

�

凡
祈
年
・
賀
茂
・
月
次
・
神
嘗
・
新
甞
等
祭
前
後
散
斎
之
日
、
僧
尼
及
重
服
奪

情
従
公
之
輩
、
不
レ
得
レ
參
二
入
内
裏
一。
雖
二
軽
服
人
一、
致
斎
并
散
斎
之
日
、

不
レ
得
二
參
入
一。
自
余
諸
祭
斎
日
、
皆
同
二
此
例
一。

　

そ
し
て
大
嘗
祭
検
校
を
奉
行
し
た
後
の
忠
親
も
自
邸
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
措

置
を
と
っ
て
い
る
。

　
　

�

先
只
自
下
聞
二
其
告
一
之
日
上
立
二
神
事
簡
一、
叶
二
土
御
門
右
府
・
為
隆
卿
等
案
一。

然
而
依
二
不
審
一、
今
日
以
後
雖
レ
止
二
念
誦
一、
猶
不
レ
奉
レ
出
二
仏
経
於
他
所
一。
髪

上
之
護
膚
護
不
レ
付
レ
身
、
奉
レ
懸
二
居
所
一。
傍
親
僧
尼
猶
在
二
家
中
一。
又
僧
入

レ
自
二
小
門
一
、
於
二
外
辺
一
謁
レ
之
。
而
於
二
例
講
一
者
於
二
西
隣
一
令
レ
行
レ
之
。
未

レ
存
二
一
定
一
之
間
、
有
二
駮
斑
之
義
一
也
。�

（
同
八
月
十
一
日
条
）

　

平
安
期
の
貴
族
層
は
日
常
的
に
「
念
誦
」
を
行
い
、
ま
た
邸
内
に
僧
尼
や
仏
像
・

経
典
を
置
い
て
い
た
た
め
、そ
れ
ら
の
扱
い
に
苦
慮
し
て
い
る
様
が
見
て
と
れ
る
が
、

六
斎
日
に
お
け
る
精
進
も
ま
た
忠
親
に
と
っ
て
は
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
祭
祀
へ
の
集
中
姿
勢
を
示
す
べ
き
斎
戒
時
に
お
い
て
、
仏
教
に
基
づ

く
精
進
を
行
う
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
む
し
ろ
斎
戒
時
に
は
仏
教
の
一
時
的
な
隔
離

を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
魚
類
は
食
さ
れ
る
、
或
は
食
し
た
こ
と
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

斎
戒
時
に
お
け
る
魚
類
の
扱
い
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
肉
と
比
較
し
た

場
合
の
そ
の
位
置
づ
け
の
差
異
は
明
確
で
あ
る
。
だ
が
、
一
方
で
魚
食
を
問
題
と
し

な
い
と
い
う
神
祇
祭
祀
の
こ
の
基
本
的
な
立
場
と
は
幾
分
相
反
す
る
事
例
も
ま
た
存

在
す
る
の
で
あ
り
、
次
節
で
は
そ
れ
ら
に
目
を
向
け
る
こ
と
と
す
る
。

（
９
）（

10
）

（
11
）

（
12
）
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（
二
）
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
魚
食
の
禁
忌

　
　

�
参
レ
結
。
参
内
。
今
日
宇
佐
使
発
遣
。
依
二
女
房
不
候
、
供
二
御
粥
・
御
強
飯

等
一。
使
未
二
発
遣
一
之
前
、
有
二
饌
事
一。（
略
）
自
二
今
日
一
御
精
進
也
。
然
而

除
二
使
前
一
之
外
用
二
魚
類
一。

�

（『
権
記
』
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
一
月
二
十
七
日
）

　

こ
の
史
料
は
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
魚
食
禁
忌
の
存
在
を
示
す
事
例
の
比
較
的
早
い

時
期
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
は
内
裏
か
ら
宇
佐
使
の
発
遣
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
発
遣
前
に
は
、「
御
精
進
」
と
し
て
、
天
皇
に
魚
類
を
進
上
す
る
こ
と

が
取
り
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
類
似
し
た
事
例
は
他
の
記
録
に
も
散
見

す
る
。

（
イ
－
一
）�

早
旦
供
二
忌
火
御
膳
一。
依
二
宇
佐
奉
幣
事
一、
月
来
御
精
進
也
。
仍
有
レ
定
、

忌
火
御
膳
同
用
二
精
進
物
一。

�

（『
左
経
記
』
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
十
一
月
一
日
条
）

（
イ
－
二
）�

今
日
内
膳
御
膳
皆
用
レ
魚
。又
解
斎
御
粥
同
用
レ
魚
。但
腋
御
膳
御
精
進
也
。

是
宇
佐
使
未
二
還
参
一。
仍
月
来
御
精
進
也
。
雖
レ
然
晴
御
膳
用
二
御
精
進

物
一
頗
無
レ
便
。
仍
有
レ
定
供
レ
魚
也
。�
（
同
二
十
二
日
条
）

（
ロ
）�

又
近
日
依
二
宇
佐
使
立
一
有
二
御
精
進
事
一。
然
而
南
殿
儀
殊
無
二
御
精
進
一。
仍

供
二
魚
類
一
如
レ
例
。
但
実
不
レ
召
也
。

�

（『
春
記
』
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
年
）
十
一
月
三
日
条
）

（
ハ
）�

早
朝
参
内
。
一
昨
日
已
宇
佐
使
参
宮
之
日
也
。
雖
レ
然
及
二
昨
日
一
有
二
御
精
進
一。

今
朝
供
二
魚
味
一。
仍
雖
二
服
者
一
所
二
参
入
一。

�

（『
中
右
記
』
承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
十
二
月
十
六
日
条
）

　
（
イ
）
は
、
寛
仁
元
年
十
月
に
、
宇
佐
八
幡
宮
な
ど
へ
神
宝
使
が
発
遣
さ
れ
た
後

の
記
録
で
あ
り
、
宇
佐
使
が
帰
還
す
る
ま
で
の
間
、
天
皇
は
「
御
精
進
」
と
な
っ
て

い
た
が
、
十
一
月
に
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
に
際
し
て
は
、「
忌
火
御
膳
」
や
「
解
斎
粥
」

と
い
っ
た
定
ま
っ
た
御
膳
の
形
式
が
存
在
し
、
魚
類
も
進
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
そ
こ
で
特
に
（
イ
－
二
）
で
は
、
魚
類
を
用
い
な
が
ら
も
「
腋
御
膳
」
は
、「
精

進
」
と
す
る
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
て
お
り
、（
ロ
）
の
場
合
も
南
殿
儀
に
お
い
て

は
一
時
的
に
魚
類
の
進
上
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
天
皇
が
そ
れ
を
食
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
方
、（
ハ
）
の
承
徳
元
年
の
宇
佐
使
発
遣
で
は
、
発
遣

か
ら
帰
還
ま
で
継
続
的
に
天
皇
が
精
進
と
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
使
が
参
宮
す

る
日
の
前
後
が
精
進
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
（
ハ
）
の
記
録
の
記
主
で
あ
る
藤
原
宗
忠
は
、
こ
の
年
の
五
月
に
父

宗
俊
を
亡
く
し
、一
箇
年
の
服
喪
期
間
中
で
あ
っ
た
。彼
は
、天
皇
の
精
進
が
終
わ
っ

て
「
魚
味
」
が
進
上
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
参
内
を
行
っ
た
と
あ
り
、（
ハ
）
に

先
立
つ
十
一
月
二
十
日
に
宇
佐
使
が
出
立
し
た
時
の
『
中
右
記
』
の
記
載
、「
従
二

今
日
一
不
二
出
仕
一。
宇
佐
使
及
二
参
宮
之
日
一、
服
者
不
レ
可
二
参
内
一
之
故
也
」
と
あ
る

の
を
踏
ま
え
て
の
参
内
で
あ
っ
た
。「
服
者
」、
つ
ま
り
は
服
喪
者
の
参
内
を
制
限
す

る
の
が
、
宇
佐
使
の
参
宮
す
る
日
で
あ
る
の
か
、
或
は
発
遣
か
ら
参
宮
ま
で
の
期
間

で
あ
る
の
か
、
明
白
で
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
宗
忠
は
後
者
と
し
て
解
釈
を
し
て

お
り
、『
中
右
記
』
に
拠
れ
ば
、
実
際
彼
は
こ
の
日
か
ら
（
ハ
）
の
十
二
月
十
六
日

ま
で
参
内
を
行
っ
て
い
な
い
。
此
処
で
の
参
内
の
制
限
は
、
前
節
で
挙
げ
た
、「
凡

祈
年
・
賀
茂
・
月
次
・
神
嘗
・
新
甞
等
祭
前
後
散
斎
之
日
、
僧
尼
及
重
服
奪
情
従
公

之
輩
、
不
レ
得
レ
參
二
入
内
裏
一
」
と
あ
る
『
延
喜
式
』
の
規
定
に
拠
る
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
臨
時
の
行
事
で
あ
る
宇
佐
使
の
発
遣
に
及
ん
で
も
、
他
の
恒
例
の

神
祇
祭
祀
と
同
様
に
、
服
喪
者
の
参
内
を
制
限
す
る
斎
戒
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
宇
佐
使
の
発
遣
時
に
は
、
服
喪
者
の
参
内
の
制
限

と
い
っ
た
通
常
の
斎
戒
に
お
け
る
禁
忌
事
項
に
加
え
、
天
皇
の
魚
食
も
ま
た
禁
忌
事

項
に
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
十
二
世
紀
前
後
に
な
る
と
、
同
じ
宇
佐
八
幡
神
を
勧
請
し
た
石
清
水
八
幡

宮
に
お
け
る
石
清
水
臨
時
祭
に
際
し
て
も
、
天
皇
な
ど
に
よ
る
精
進
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
史
料
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

（
13
）
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�
今
日
臨
時
祭
也
。
仍
依
レ
障
不
二
参
仕
一。
今
日
雖
二
神
事
一
予
服
レ
魚
。
主
上
今

日
御
精
進
。�

（『
殿
暦
』
天
仁
二
年
（
一
一
〇
九
）
三
月
十
四
日
条
）

　
　

�

自
二
大
内
一
令
レ
申
レ
院
給
云
、
今
日
臨
時
祭
依
レ
例
不
レ
可
レ
供
二
魚
味
一。
而
被

レ
立
二
伊
勢
公
卿
勅
使
一
間
如
何
。
院
御
返
事
云
、
今
日
被
レ
立
レ
使
了
後
可
レ
召

二
魚
味
一
者
。
仍
使
立
了
供
二
魚
味
一
如
レ
例
。

�
（
同
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
三
月
十
八
日
条
裏
書
）

　

い
ず
れ
も
『
殿
暦
』
の
記
事
で
あ
り
、
前
者
に
お
い
て
、
天
皇
は
精
進
と
な
っ
て

い
る
が
、『
殿
暦
』
の
記
主
で
あ
る
藤
原
忠
実
は
、
参
内
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
か
、

自
身
は
「
神
事
」
で
あ
り
な
が
ら
魚
を
食
し
た
と
あ
る
。
ま
た
後
者
で
は
、
臨
時
祭

当
日
と
い
う
こ
と
で
、
天
皇
に
魚
味
を
供
さ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
伊
勢
神

宮
へ
の
勅
使
の
発
遣
も
同
時
に
控
え
て
い
る
た
め
、そ
の
扱
い
を
ど
う
す
る
べ
き
か
、

白
河
院
へ
の
諮
問
が
行
わ
れ
て
お
り
、
結
果
、
臨
時
祭
へ
の
勅
使
の
発
遣
を
終
え
次

第
、
魚
味
を
通
常
通
り
供
す
る
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
疑
問

が
生
じ
る
背
景
に
は
、
伊
勢
神
宮
へ
の
勅
使
の
発
遣
に
際
し
て
は
、
前
節
で
述
べ
た
、

大
嘗
祭
検
校
を
奉
行
し
た
忠
親
の
斎
戒
と
同
様
に
、
魚
類
は
食
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
意
識
が
存
在
し
た
た
め
に
、
精
進
を
行
っ
て
良
い
も
の
か
が
問
題
視
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
宇
佐
使
の
発
遣
や
石
清
水
臨
時
祭
と
い
っ
た
、
八
幡
神
へ
の
奉
祭
に
あ
っ

て
は
、
魚
食
禁
忌
の
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
魚
食
が

問
題
化
し
て
い
る
神
社
は
他
に
も
存
在
し
、
先
に
も
登
場
し
た
藤
原
忠
実
は
『
中
外

抄
』
及
び
『
富
家
語
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
八
月
五
日
、
仰
云
、
同
日
神
社
ノ
精
進
を
す
る
に
は
、

上
臈
社
ニ
付
也
。
稲
荷
・
祇
園
、
同
日
行
幸
之
時
ハ
、
先
稲
荷
に
て
魚
ヲ
供
テ
、

次
祇
園
に
て
ハ
浄
食
に
て
御
也
。
又
白
河
院
仰
ニ
ハ
、
宇
佐
使
ノ
間
ハ
、
帝
王

浄
食
に
て
有
ル
□
。（
後
略
）�

（『
中
外
抄
』
下
巻
－
三
）

　
　

�

仰
云
、
諸
社
奉
幣
時
、
其
日
上
首
神
魚
ヲ
召
ニ
ハ
、
幣
人
同
魚
ヲ
食
ス
。
精
進

神
為
二
上
首
一
ニ
ハ
精
進
也
。
次
々
神
ハ
不
レ
及
二
沙
汰
一
也
。（『
富
家
語
』
六
三
）

　

こ
れ
ら
は
複
数
の
神
社
へ
同
日
に
、
行
幸
乃
至
奉
幣
が
行
わ
れ
る
場
合
の
精
進
の

有
無
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
り
、
斯
様
な
場
合
に
は
、「
上
臈
社
」、
つ
ま
り
は
社
格

が
上
の
神
社
で
魚
食
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
か
否
に
よ
っ
て
精
進
と
す
る
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
と
し
て
お
り
、『
富
家
語
』
に
お
い
て
、
そ
の
魚
食
を
問
題
と
す
る
神

社
の
神
は
、「
精
進
神
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。『
中
外
抄
』
で
は
そ
の
行
幸
が
同
日
に

重
複
し
た
一
例
と
し
て
、
稲
荷
社
と
祇
園
社
に
同
日
の
行
幸
が
あ
っ
た
際
の
対
応
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
此
処
で
忠
実
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、『
中
右
記
』
の
記
事

と
対
応
し
て
お
り
、
稲
荷
社
に
お
い
て
は
魚
類
が
供
せ
ら
れ
る
が
、
祇
園
社
は
そ
う

で
は
な
い
と
す
る
。
祇
園
社
で
の
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、「
今
日
祇
園
御
輿
向
也
。

仍
御
輿
渡
御
以
前
不
レ
服
レ
魚
。
是
依
二
北
政
所
仰
一
也
」
な
ど
と
す
る
、
祇
園
会
に

際
し
て
の
魚
食
禁
忌
と
対
応
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

北
野
社
は
祇
園
社
と
同
様
、
平
安
期
の
御
霊
信
仰
を
考
え
る
上
で
重
要
な
神
社
で

あ
る
が
、
そ
の
北
野
社
へ
の
奉
幣
や
行
幸
に
際
し
て
も
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
前
者

は
北
野
祭
に
あ
た
っ
て
服
薬
を
理
由
に
奉
幣
な
ど
を
取
り
止
め
た
と
い
う
記
事
で
あ

る
が
、
服
薬
を
せ
ず
に
奉
幣
を
行
う
場
合
に
は
祭
が
終
わ
る
ま
で
は
魚
類
を
食
さ
な

い
と
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
時
天
皇
は
「
精
進
」
と
は
な
っ
て
い
な
っ
た
よ
う
だ
が
、

そ
の
次
に
挙
げ
た
『
玉
葉
』
の
記
事
で
は
、
北
野
行
幸
時
は
当
日
「
魚
味
」
を
停
止

す
る
と
し
て
い
る
。

　
　

�

今
日
北
野
祭
也
。
依
二
服
薬
一
不
レ
立
二
奉
幣
・
十
列
一。
職
事
向
二
河
原
一
由
祓
。

今
日
不
二
精
進
一
魚
食
。
不
二
服
薬
一
時
奉
幣
、
祭
了
後
服
レ
魚
。
服
薬
之
時
不
二

精
進
一。
主
上
今
日
非
二
精
進
一。

�

（『
殿
暦
』
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
八
月
四
日
条
）

　
　

�

明
後
日
北
野
行
幸
也
。
仍
自
二
今
日
一
可
二
神
斎
一。
而
依
二
神
今
食
一、
全
無
二
不

浄
穢
気
事
等
一
也
。
但
止
二
魚
味
一
事
ハ
、
当
日
許
也
。

�
（『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
十
二
月
十
一
日
条
）

（
14
）

（
15
）
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ま
た
、
院
政
期
に
盛
行
し
た
熊
野
詣
に
あ
た
っ
て
は
「
熊
野
精
進
」
と
呼
ば
れ
る
、

斎
戒
に
相
当
す
る
期
間
が
設
け
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
奉
祭
に
お
い

て
も
魚
食
の
制
限
が
見
ら
れ
、
複
数
の
神
社
へ
の
奉
祭
に
際
し
て
魚
食
の
是
非
は
問

題
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
で
魚
食
を
禁
忌
と
し
な
い
こ
と
を
明
確
化
し

て
い
る
神
社
も
存
在
し
た
。
伊
勢
神
宮
へ
の
勅
使
の
発
遣
に
際
し
て
は
、
そ
れ
が
石

清
水
臨
時
祭
と
重
複
し
た
場
合
、
そ
の
魚
類
の
扱
い
の
違
い
か
ら
議
論
を
招
い
た
こ

と
は
先
に
も
触
れ
た
が
、
伊
勢
神
宮
の
他
、
例
え
ば
春
日
社
や
平
野
社
に
お
い
て
は

魚
食
を
憚
る
こ
と
は
無
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

自
二
今
日
一
精
進
并
神
事
。
但
雖
二
精
進
一
服
レ
魚
。
彼
社
［
平
野
社
］
不
レ
忌

レ
魚
故
也
。�

（『
殿
暦
』
天
永
三
年
（
一
一
一
二
）
八
月
十
一
日
条
）

　
　

�

自
二
今
日
一
公
家
御
精
進
。
被
レ
忌
二
僧
尼
服
者
一。
但
魚
味
不
レ
憚
レ
之
。
春
日
社

之
習
也
。�

（『
玉
葉
』
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
十
月
二
十
七
日
条
）

　

こ
の
よ
う
に
特
に
平
安
後
期
に
お
い
て
は
、
神
社
へ
の
奉
祭
時
に
肉
食
の
み
な
ら

ず
魚
食
が
問
題
化
し
て
い
る
こ
と
が
史
料
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
て
の

神
社
に
つ
い
て
言
え
る
訳
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
部
の
神
社
を
対
象
と
し
て
い

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

二
　
魚
食
禁
忌
の
背
景

（
一
）「
精
進
神
」
と
神
仏
習
合
・
神
仏
隔
離

　

前
章
で
は
、
神
祇
祭
祀
の
場
に
お
け
る
魚
食
禁
忌
の
実
態
を
概
観
し
た
が
、
伊
勢

神
宮
や
春
日
社
な
ど
で
は
、
魚
食
を
問
題
と
し
な
い
と
い
う
斎
戒
の
基
本
的
姿
勢
の

貫
徹
が
見
ら
れ
る
一
方
、
宇
佐
八
幡
神
や
北
野
社
な
ど
に
お
い
て
は
魚
食
が
憚
ら
れ

て
い
た
。
で
は
、
何
故
一
部
の
神
社
で
は
魚
食
も
ま
た
禁
忌
の
対
象
と
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

忠
実
は
、
前
章
で
挙
げ
た
、『
富
家
語
』
に
お
い
て
、
魚
食
が
そ
の
奉
祭
に
あ
た
っ

て
問
題
と
な
る
神
を
「
精
進
神
」
と
称
し
て
い
た
が
、
そ
う
い
っ
た
神
は
遍
く
生
類

を
食
さ
な
い
「
精
進
」
を
行
っ
て
い
る
神
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

魚
食
禁
忌
の
存
在
が
最
も
早
く
か
ら
確
認
さ
れ
、
か
つ
そ
の
事
例
も
豊
富
な
の
は
、

八
幡
神
に
対
し
て
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
八

幡
神
は
他
の
神
社
の
神
と
比
較
し
て
よ
り
早
い
段
階
か
ら
仏
教
へ
の
接
近
を
強
め
、

既
に
奈
良
期
末
か
ら
平
安
期
初
頭
に
は
「
八
幡
大
菩
薩
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
神
で
あ
る
。
仏
教
に
深
く
帰
依
し
た
神
で
あ
る
が
た
め
に
、
そ
の
神
は

仏
教
の
不
殺
生
戒
を
護
持
す
る
も
の
と
さ
れ
、
神
が
精
進
を
行
っ
て
い
る
と
さ
れ
る

以
上
、
そ
れ
を
祭
る
側
に
も
神
と
同
様
の
精
進
が
要
求
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
特
定
の
神
社
で
の
魚
食
禁
忌
の
存
在
は
、
当
該

期
に
お
け
る
神
社
毎
の
神
仏
習
合
の
度
合
い
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
あ
る
程
度

は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
精
進
神
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
不
明

な
点
が
多
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
宇
佐
八
幡
神
を
勧
請
し
た
石
清
水
八
幡
宮
や
、
或

は
祇
園
社
や
北
野
社
は
、
宮
寺
と
も
言
う
べ
き
形
態
を
と
り
、
神
仏
習
合
が
顕
著
に

み
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、「
精
進
神
」
に
該
当
す
る
そ
れ
ら
神
社
の
神
と
、
同

じ
く
神
仏
習
合
思
想
の
顕
現
と
さ
れ
る
、
神
宮
寺
の
建
立
や
神
前
読
経
の
実
施
な
ど

が
な
さ
れ
て
い
た
他
の
神
社
の
神
と
を
分
け
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

判
断
は
誰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
精
進
神
」
の
成
立

に
つ
い
て
は
引
き
続
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
現
段
階
に

お
い
て
言
え
る
の
は
、平
安
後
期
に
魚
食
禁
忌
の
存
在
が
明
ら
か
な
神
社
の
多
く
は
、

い
ず
れ
も
そ
の
成
立
や
尊
崇
を
集
め
始
め
る
の
が
相
対
的
に
遅
い
時
期
に
属
す
る
と

い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
神
社
へ
の
奉
祭
に
あ
っ
て
、
肉
食
は
禁
忌
の
対
象
で

あ
る
が
、
魚
食
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
と
い
う
斎
戒
の
基
本
的
な
姿
勢
と
は
幾
分
相

違
す
る
、新
し
い
斎
戒
の
在
り
方
が
生
み
出
さ
れ
る
、或
は
受
容
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
安
期
に
は
斎
戒
を
「
精
進
」
と
称
す
る
事
例
が
存
在
す
る
。
春
日

社
へ
の
奉
祭
に
際
し
て
は
魚
食
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た

（
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が
、
例
え
ば
、
春
日
詣
に
際
し
て
「
舞
人
中
府
生
忠
久
・
行
高
称
下
不
二
精
進
一
由
上
、

不
レ
入
二
社
内
一
」
と
あ
る
他
、「
自
二
今
日
一
大
納
言
殿
春
日
御
精
進
也
」
と
あ
る
。
ま

た
同
じ
く
魚
食
禁
忌
の
存
在
が
管
見
の
限
り
確
認
さ
れ
な
い
賀
茂
社
に
つ
い
て
も
、

「
今
日
不
二
出
行
一。
今
夜
女
房
依
二
服
仮
一
渡
二
他
所
一。
日
来
之
間
居
二
他
屋
一。
而
自
二

明
日
一
賀
茂
詣
精
進
。
仍
渡
二
他
所
一
」
な
ど
と
見
え
る
。
こ
れ
ら
記
載
の
「
精
進
」

に
関
し
て
は
、
実
際
に
魚
食
の
制
限
も
含
め
た
精
進
を
し
て
い
る
と
言
う
よ
り
も
、

斎
戒
を
精
進
と
言
い
換
え
て
い
る
と
解
釈
し
た
方
が
お
そ
ら
く
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

岡
田
重
精
氏
は
、
僧
尼
が
口
に
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
五
辛
の
一
つ
で
あ
る
蒜

の
食
用
が
斎
戒
に
お
い
て
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
例
と
し
、
仏
教
の
精
進
が

神
祇
祭
祀
の
斎
戒
に
、
具
体
的
行
為
の
次
元
に
お
い
て
も
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と

を
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
、「
仏
教
の
斎
戒
が
身
心
を
清
浄
な
ら
し
め
る
こ
と

を
本
旨
と
す
る
限
り
、
広
義
に
お
い
て
は
わ
が
国
在
来
の
斎
忌
に
み
ら
れ
た
清
浄
観

と
共
通
す
る
側
面
が
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
仏
教
の
精
進
と
神
祇
祭
祀
の
斎
戒
と
を

媒
介
す
る
大
き
な
要
素
と
し
て
、
両
者
に
お
い
て
共
通
し
た
禁
忌
対
象
で
あ
っ
た
肉

食
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
、
斎
戒
時
の
魚
食

禁
忌
も
ま
た
、
精
進
が
斎
戒
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。
だ
が
そ
う
な
る
と
生
ず
る
の
は
、
精
進
と
斎
戒
と
が
そ
も
そ
も
の

近
似
性
を
持
つ
行
為
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
精
進
と
斎
戒
と
の
接
近
は
、
斎
戒
時
に
お

け
る
神
仏
の
位
置
づ
け
そ
の
も
の
を
転
換
さ
せ
て
い
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
魚
食

禁
忌
を
存
す
る
斎
戒
に
お
い
て
、
神
仏
隔
離
の
原
則
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
結
論
か
ら
先
に
言
う
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

少
な
か
ら
ぬ
「
揺
ら
ぎ
」
が
存
在
す
る
。
魚
食
禁
忌
の
存
在
が
比
較
的
早
い
段
階
か

ら
確
認
さ
れ
る
宇
佐
使
の
発
遣
に
際
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
例
が
見
え
る
。

　
　

�

宇
佐
使
参
レ
宮
正
月
十
三
日
也
。
其
前
御
精
進
、
禁
二
断
殺
生
一。
但
御
修
法
・

御
加
持
・
仏
事
等
所
レ
被
レ
修
也
。
至
二
服
者
一
不
二
参
内
一
也
。

�

（『
中
右
記
』
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
十
二
月
十
五
日
条
）

　
　

�

今
日
依
レ
有
二
春
季
御
読
経
一
午
刻
許
参
内
。
而
宇
佐
使
被
レ
立
。
於
二
中
宮
一

被
レ
行
二
大
仏
事
一
可
レ
有
レ
憚
之
由
人
々
被
レ
申
。
仍
御
読
経
延
引
了
。

�

（
同
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
十
一
月
二
十
七
日
条
）

　

前
者
に
お
い
て
は
、宇
佐
使
の
参
宮
ま
で
の
期
間
、「
御
精
進
」と
し
つ
つ
も
、「
御

修
法
・
御
加
持
・
仏
事
等
」
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で

後
者
の
場
合
、
そ
の
発
遣
に
際
し
て
は
仏
事
と
の
重
複
が
問
題
視
さ
れ
た
結
果
、
そ

れ
が
延
引
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
扱
い
は
一
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者

に
あ
っ
て
も
修
法
や
加
持
、
仏
事
の
実
施
に
つ
い
て
「
但
」
の
語
が
見
え
る
こ
と
は
、

本
来
的
に
は
そ
れ
ら
は
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
の
存
在
を
示
唆
す
る

も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

ま
た
石
清
水
八
幡
宮
の
放
生
会
に
際
し
て
、「
今
日
立
二
札
於
南
北
門
一。
是
僧
尼

重
軽
服
者
不
レ
可
レ
来
之
由
也
。
依
レ
為
二
来
十
五
日
放
生
会
之
上
卿
一
也
」
と
見
え
、

北
野
社
に
つ
い
て
も
、「
今
日
北
野
祭
也
。
雖
レ
然
依
二
服
薬
一
不
レ
立
二
奉
幣
・
十
列
一。

職
事
一
人
参
二
河
原
一
由
祓
。
今
日
公
家
神
事
不
レ
参
二
僧
尼
一
」
と
、
僧
尼
と
の
接
触

が
憚
ら
れ
て
い
る
。つ
ま
る
と
こ
ろ
、魚
食
禁
忌
の
存
在
す
る
神
社
へ
の
奉
祭
に
あ
っ

て
も
、
神
仏
隔
離
の
原
則
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
り
、
具
体
的

行
為
の
次
元
で
精
進
と
接
近
し
つ
つ
も
、
仏
事
と
の
併
存
は
問
題
化
し
得
る
と
い
う

状
況
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
、
斎
戒
と
精
進
と
が
交
錯
す

る
中
で
生
じ
た
、
神
仏
を
め
ぐ
る
問
題
は
当
時
の
貴
族
も
頭
を
悩
ま
せ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
ら
し
い
。

　
　

�
自
二
川
原
一
奉
二
幣
於
北
野
一。
依
レ
服
レ
薤
也
。
年
来
御
修
法
・
御
加
持
・
仏
事

等
雖
二
八
幡
・
祇
園
・
北
野
等
斎
一
忌
二
仏
事
一。
而
勘
二
御
堂
御
記
一、
長
和
二
年

八
月
十
五
日
朝
、
出
レ
自
二
法
性
寺
一、
立
二
石
清
水
神
馬
一。
晩
還
二
入
法
性
寺
一。

是
以
知
、
如
レ
此
神
、謂

二
精

進
神
一。斎
不
レ
忌
二
仏
事
一。
仍
未
刻
参
二
法
親
王
房
一
後
帰
京
。

先
レ
之
奉
幣
了
。
仍
食
レ
魚
。不

レ
犯
レ

女
。　
　

北
野
祭
日
奉
幣
後
食
レ
魚
、
故
実
也
。
精
進

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）
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神
不
レ
然
。�

（『
台
記
』
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
八
月
四
日
条
）

　

こ
れ
に
拠
れ
ば
、こ
の
記
録
の
記
主
で
あ
る
藤
原
頼
長
は
、「
八
幡
・
祇
園
・
北
野
」

の
よ
う
な
魚
食
禁
忌
の
確
認
さ
れ
る
神
へ
の
奉
祭
に
際
し
て
も
、
年
来
仏
事
を
避
け

て
い
た
よ
う
だ
が
、『
御
堂
関
白
記
』
に
、
道
長
が
法
性
寺
に
宿
泊
し
た
直
後
、
石

清
水
社
に
神
馬
を
奉
納
し
た
と
あ
る
事
例
を
見
出
し
て
、「
精
進
神
」
で
あ
る
神
社

の
場
合
、
そ
の
斎
戒
に
お
い
て
は
仏
事
は
問
題
と
し
な
く
て
良
い
と
い
う
理
解
へ
落

ち
着
い
て
い
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
な
当
該
期
の
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
頼
長
の
理
解
が
貴
族
層
に

あ
っ
て
果
た
し
て
共
有
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
が
、「
精
進

神
」
と
い
う
も
の
の
性
格
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
頼
長
の
考
察
の
落
着
し

た
と
こ
ろ
は
む
し
ろ
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
頼
長
が
如
上
の
、
神
仏
の
関
係
を
め

ぐ
る
あ
る
種
の
矛
盾
に
直
面
し
た
こ
と
に
こ
そ
、
魚
食
禁
忌
を
伴
う
斎
戒
の
、
そ
の

性
格
が
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
斎
戒
に
お
け
る
魚
食
禁
忌

の
存
在
は
確
か
に
斎
戒
と
精
進
と
の
接
近
を
示
す
も
の
で
あ
り
、「
精
進
神
」
の
成

立
も
神
仏
習
合
思
想
の
展
開
を
抜
き
に
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ

と
同
時
に
、
そ
れ
ら
は
神
仏
隔
離
と
い
う
斎
戒
の
原
則
を
転
換
さ
せ
る
も
の
で
は
必

ず
し
も
な
く
、
斎
戒
時
に
お
け
る
神
仏
の
位
置
づ
け
は
従
前
の
も
の
と
し
た
と
こ
ろ

に
、
成
立
・
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
魚
食
禁
忌
の
拡
が
り
と
「
魚
鳥
」

　

前
節
で
は
、
魚
食
禁
忌
を
伴
う
斎
戒
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的

背
景
を
検
討
し
、
神
仏
習
合
思
想
と
の
関
係
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
と
共
に
神
仏
隔
離

の
原
則
が
、
そ
の
よ
う
な
斎
戒
に
あ
っ
て
も
依
然
問
題
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
こ
の
点
を
重
く
見
る
な
ら
ば
、
斎
戒
時
の
魚
食
禁
忌
の
成
立
と
展
開
と
を
、
神

仏
習
合
の
一
つ
の
結
実
と
し
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
す

る
に
あ
た
っ
て
は
幾
分
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
筆
者
が
以
上
の
よ

う
に
考
え
る
の
は
、
平
安
期
に
お
い
て
、
一
時
的
な
魚
食
禁
忌
の
存
在
が
多
方
面
で

確
認
さ
れ
る
た
め
で
も
あ
る
。

　

例
え
ば
御
燈
で
あ
る
。
御
燈
と
は
北
辰
に
灯
明
を
献
じ
る
儀
礼
で
あ
り
、
九
世
紀

に
宮
廷
行
事
と
し
て
の
整
備
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。そ
の
儀
礼
に
あ
た
り
、『
江
家

次
第
』
の
「
三
日
御
燈
事
」
に
は
、「
自
二
一
日
一
至
二
此
日
一
御
浄
食
。不

レ
供
二

葷
膻
一。
」
と
あ

る
が
、
次
に
示
す
通
り
、
此
処
で
問
題
に
さ
れ
る
「
葷
膻
」
は
魚
類
を
も
含
む
も
の

で
あ
っ
た
。

　
　

�

昨
日
余
示
二
資
平
一
云
、
来
月
二
日
行
幸
。
御
燈
潔
斎
間
、
左
右
思
慮
、
可

レ
無
二
便
宜
一。
両
三
卿
相
云
、余
在
二

此
中
一。初
移
二
御
一
条
院
一。
無
レ
便
レ
供
二
浄
食
御
膳
一。

饗
饌
同
又
如
レ
此
。
又
潔
斎
内
不
レ
可
レ
用
二
魚
鳥
饗
饌
一。
摂
政
命
云
、
猶
可�

レ
令
レ
改
二
勘
行
幸
日
一
者
。

�

（『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
二
月
二
十
六
日
条
）

　
　

�

有
二
御
灯
一
如
レ
例
。（
中
略
）
御
祓
以
後
供
二
魚
味
一。
其
前
三
个
日
御
精
進
。
重

軽
服
・
僧
尼
輩
不
二
参
内
一
也
。

�

（『
中
右
記
』
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
三
月
三
日
条
）

　

北
辰
は
妙
見
菩
薩
の
化
身
と
も
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
点
に
お
い
て
こ
の
魚
食
禁
忌

は
、
仏
教
の
精
進
で
あ
る
と
い
う
理
解
も
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
右
の
『
中

右
記
』
で
は
、
斎
戒
時
と
同
様
に
僧
尼
の
参
内
が
制
限
さ
れ
て
い
る
の
は
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
特
に
平
安
後
期
以
降
に
は
、
元
日
四
方
拝
や
北
斗
供
の
よ
う
な

儀
式
に
あ
っ
て
も
、
魚
食
禁
忌
の
存
在
が
史
料
に
散
見
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
魚

食
禁
忌
が
、
神
祇
祭
祀
や
或
は
仏
事
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
展
開
を
見
せ
て
い
る
こ

と
は
、
当
時
の
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
「
祈
り
」
の
儀
礼
に
お
い
て
食
物
を
め
ぐ
る
禁
忌

の
持
っ
た
意
味
と
い
う
視
点
か
ら
、
魚
食
禁
忌
を
検
討
す
る
こ
と
を
促
し
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
、「
魚
鳥
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
の
存
在
で
あ
る
。
右
に

引
い
た
『
小
右
記
』
長
和
五
年
二
月
二
十
六
日
条
に
も
そ
の
語
が
見
え
、「
魚
鳥
」、

（
27
）

（
28
）

（
29
）
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魚
類
と
鳥
類
の
肉
と
は
行
幸
の
際
の
「
饗
饌
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
魚
鳥
」
の
語
は

既
に
九
世
紀
段
階
か
ら
史
料
に
見
え
る
が
、
魚
類
と
鳥
類
と
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
を

な
す
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
は
、
本
来
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
生
類
を
殺
害
、
乃

至
は
食
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
は
ず
の
仏
教
に
関
わ
る
局
面
に
お
い
て
も
確
認
さ

れ
る
。
藤
原
道
長
の
仏
教
信
仰
を
示
す
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
史

料
で
あ
る
が
、
道
長
は
そ
の
晩
年
、
視
力
の
低
下
に
苦
し
ん
だ
末
、
陰
陽
師
と
医
師

に
「
魚
肉
」
を
摂
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
仏
像
や
僧
を
見
る
た
め
に
そ
の
提
案
を
容

れ
た
。

　
　

�

心
神
如
レ
常
。而
目
尚
不
レ
見
。二
三
尺
相
去
人
顔
不
レ
見
。只
手
取
物
許
見
レ
之
。

何
況
庭
前
事
哉
。
陰
陽
師
・
医
家
申
レ
可
レ
食
二
魚
肉
一。
月
来
間
不
レ
用
レ
之
。

今
不
レ
奉
レ
見
二
仏
像
・
僧
一。
経
巻
近
当
レ
目
奉
レ
読
。
若
従
レ
此
暗
成
、
為
レ
之

如
何
。
仍
五
十
日
仮
申
二
三
宝
一。
従
二
今
日
一
食
レ
之
。
思
歎
千
万
念
。
是
只
為
二

仏
法
一
也
。
非
レ
為
レ
身
。
以
二
慶
命
僧
都
一
令
レ
申
レ
之
、
従
二
今
日
一
肉
食
間
、

可
レ
書
二
法
華
経
一
巻
一。

�

（『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
二
月
六
日
条
）

　

一
方
、
道
長
の
こ
の
行
為
に
つ
い
て
は
、『
小
右
記
』
に
も
記
述
が
あ
る
。

　
　

�

忠
明
宿
祢
云
、
去
六
日
大
殿
服
二
魚
味
一
、
両
三
年
断
二
魚
鳥
一
、
依
二
目
病
一
被

レ
服
云
々
。�

（『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
二
月
九
日
条
）

　

実
資
が
伝
聞
し
た
情
報
で
は
、
道
長
が
口
に
し
た
の
は
「
魚
味
」
で
あ
っ
た
ら
し

い
が
、
彼
は
、
道
長
が
「
両
三
年
」
断
っ
て
い
た
の
は
、「
魚
鳥
」
で
あ
る
と
記
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
類
似
し
た
同
時
期
の
事
例
が
存
在
す
る
。

　
　

�

又
云
、
去
夜
新
中
納
言
、長家
。妻
、大
納
言

斉
信
女
。平
産
。七
月

云
々
。而
児
亡
、
母
不
覚
。（
中
略
）

侍
従
経
任
従
二
大
納
言
許
一
来
云
、
去
夜
丑
時
産
。
不
レ
幾
児
死
。
即
産
婦
母
已

立
二
種
々
大
願
一。
父
大
納
言
誓
云
、
一
生
間
不
レ
食
二
魚
鳥
一。
亦
母
為
レ
尼
。
此

間
蘇
生
。
日
来
煩
二
赤
班
瘡
一。
飲
食
不
レ
受
。
痢
病
発
動
。
于
レ
今
不
レ
休
。
産

後
無
力
尤
甚
。
似
レ
可
レ
難
レ
存
。
侍
医
忠
明
宿
祢
云
、
医
療
無
レ
術
。
可
レ
祈
二

申
仏
神
一
者
。�

（『
小
右
記
』
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
八
月
二
十
八
日
条
）

　

藤
原
長
家
の
妻
の
病
が
出
産
を
経
、
い
よ
い
よ
重
篤
に
な
る
に
及
ん
で
、
彼
女
の

父
で
あ
る
藤
原
斉
信
は
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、「
一
生
間
」、「
魚
鳥
」
を
口
に

し
な
い
誓
願
を
立
て
た
と
い
う
。
彼
女
の
母
は
尼
と
な
っ
た
と
す
る
続
く
記
述
を
踏

ま
え
れ
ば
、
斉
信
の
行
為
も
同
様
に
、
仏
に
娘
の
病
平
癒
を
願
い
、
不
殺
生
戒
を
生

涯
に
わ
た
っ
て
護
持
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
先
の
道
長

に
せ
よ
斉
信
に
せ
よ
、
仏
教
信
仰
に
基
づ
く
食
事
規
制
に
お
い
て
そ
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
の
は
、「
魚
鳥
」
な
の
で
あ
る
。
無
論
こ
れ
は
『
小
右
記
』
の
表
記
上
の
問

題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
右
の
記
述

を
残
し
た
実
資
の
認
識
で
は
、
不
殺
生
戒
の
護
持
に
あ
た
っ
て
実
質
的
に
問
題
と
な

り
得
る
も
の
は
魚
類
と
鳥
類
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

平
安
期
の
古
記
録
に
お
い
て
「
魚
鳥
」
の
語
が
饗
宴
に
供
さ
れ
る
も
の
の
と
し
て

多
く
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
そ
も
そ
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
該
期
の
貴
族
層
に

あ
っ
て
、
鹿
や
猪
と
い
っ
た
四
足
獣
の
肉
を
口
に
す
る
頻
度
は
、
皆
無
で
あ
っ
た
と

は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
斎
戒
や
精
進
の
場
を
離
れ
た
日
常
に
あ
っ
て
も
確
実
に
減

じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
肉
食
慣
行
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
先
行
研
究
が
指

摘
す
る
通
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
仏
教
と
神
祇
祭
祀
の
両
面
に
お
い
て
そ
れ
が
禁
忌

の
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
が
挙
げ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に

お
い
て
、「
特
別
な
食
物
」
と
し
て
の
位
置
を
、
魚
類
と
、
四
足
獣
と
比
較
す
れ
ば

そ
れ
を
食
す
る
禁
忌
の
程
度
が
軽
く
み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
鳥
類
と
が
占
め
る

よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、道
長
や
斉
信
の
み
な
ら
ず
、平
安
期
貴
族
層
の「
祈

り
」
の
儀
礼
に
お
い
て
魚
食
禁
忌
が
広
範
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
魚
食
禁

忌
を
伴
う
斎
戒
が
成
立
・
展
開
し
た
事
情
も
理
解
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
斎
戒
時
に
一
時
的
な
禁
忌
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
肉
食
が
、
日
常
生

活
に
あ
っ
て
も
そ
の
頻
度
を
減
ら
し
て
ゆ
く
中
で
、
依
然
彼
ら
が
口
に
す
る
こ
と
の

多
か
っ
た
魚
類
や
鳥
類
が
代
わ
っ
て
一
時
的
な
禁
忌
の
対
象
と
し
て
実
質
的
意
味
を

（
30
）

（
31
）
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持
つ
食
物
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
魚
食
は
、
既

に
肉
食
禁
忌
の
存
在
し
た
斎
戒
に
あ
っ
て
も
新
た
な
禁
忌
の
対
象
と
な
り
得
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
新
た
に
尊
崇
を
集
め
始
め
た
一
部
の
神
社
へ
の
斎
戒
に
お
い
て
特
に

顕
在
化
し
、
神
仏
習
合
思
想
を
受
け
た
「
精
進
神
」
と
い
う
考
え
方
は
そ
れ
に
理
論

上
の
説
明
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
雑
駁
な
議
論
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
肉

食
は
問
題
だ
が
魚
食
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
と
い
う
、
神
祇
祭
祀
の
基
本
的
な
立
場

と
は
幾
分
相
違
す
る
斎
戒
時
の
魚
食
禁
忌
の
存
在
を
取
り
上
げ
、
そ
の
成
立
と
展
開

に
つ
い
て
、
当
該
期
の
食
生
活
に
お
け
る
魚
類
の
位
置
づ
け
を
視
野
に
入
れ
て
検
討

し
た
。
食
物
を
め
ぐ
る
禁
忌
は
、
そ
れ
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
肉
体
的
・

精
神
的
苦
痛
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
特
定
の
食
物
を
摂
る
こ
と
へ
の
禁
忌
が
、

そ
の
対
象
が
何
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
祈
り
の
場
に
お
い
て
発
生
す
る
時
、
そ
う
い
っ

た
苦
痛
の
程
度
と
祈
り
へ
の
期
待
は
比
例
関
係
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

魚
食
禁
忌
を
伴
う
斎
戒
は
、
祈
り
へ
の
期
待
を
持
と
う
と
す
る
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ

る
形
で
、
平
安
期
貴
族
社
会
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
、

同
時
に
、
斎
戒
な
ど
の
非
日
常
に
あ
っ
て
保
持
さ
れ
る
禁
忌
と
い
う
も
の
が
、
日
常

生
活
と
の
連
関
の
中
で
そ
の
姿
を
変
化
さ
せ
る
一
つ
の
事
例
で
も
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
今
後
の
課
題
と
し
て
、
長
期
的
ス
パ
ン
で
見
た
場
合
、
斎
戒
時
の
魚
食
禁

忌
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
多
少

触
れ
て
お
き
た
い
。
平
安
期
末
頃
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
成
立
と
さ
れ
る
『
諸
社

禁
忌
』
と
い
う
史
料
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
社
毎
に
そ
の
参
詣
な
ど
に
際
し
て
憚
か

る
べ
き
事
項
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
『
延
喜
式
』
触
穢
規
定
に
準
拠

す
る
も
の
も
多
い
が
、
神
社
毎
に
細
か
い
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
当
該
期

に
お
い
て
神
社
が
独
自
の
禁
忌
規
定
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
や
が
て
は
十
四
世
紀
の
伊
勢
神
宮
で
成
立
し
た
『
文
保
記
』
に
代
表
さ
れ
る
諸

社
服
忌
令
へ
と
連
続
し
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
見
た
一
部
の
神
社

で
の
魚
食
禁
忌
の
存
在
は
、
そ
の
流
れ
の
萌
芽
期
に
お
け
る
一
つ
の
現
象
と
し
て
も

検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
平
安
期
に
は
魚
食
を
問
題
と
し
な
い

と
し
て
い
た
春
日
社
に
お
い
て
も
、
後
代
に
な
る
と
魚
食
禁
忌
の
存
在
が
確
認
さ
れ

る
た
め
、
各
神
社
に
お
け
る
魚
食
禁
忌
の
展
開
を
よ
り
詳
細
に
跡
づ
け
た
上
で
、
禁

忌
が
変
容
し
て
ゆ
く
背
景
が
明
ら
か
に
さ
れ
ば
な
ら
な
い
。

註（
１
）　
『
台
記
』
久
安
二
年
（
一
一
四
六
）
四
月
一
日
条
に
は
、「
依
レ
例
講
二
毛
詩
一。（
中
略
）

依
二
祭
礼
一
今
日
不
レ
入
二
鹿
於
家
中
一。
又
当
日
食
レ
之
者
不
レ
入
二
家
中
一。
昨
食
者
無

レ
妨
相
逢
。
往
古
釈
奠
供
レ
肉
。見

レ
式
。中
古
以
来
止
レ
之
」
と
あ
り
、
釈
奠
に
鹿
肉
な
ど
を

供
え
る
の
は
、
十
二
世
紀
半
ば
の
時
点
で
は
「
中
古
」
の
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。

（
２
）　

日
本
に
お
け
る
肉
食
禁
忌
の
展
開
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
は
、
原
田
信
男
『
歴
史

の
な
か
の
米
と
肉
︱
食
物
と
天
皇
・
差
別
︱
』（
平
凡
社
、一
九
九
三
年
）、平
雅
行「
日

本
の
肉
食
慣
行
と
肉
食
禁
忌
」（
脇
田
晴
子
・
ア
ン
ヌ
・
ブ
ッ
シ
ィ
編『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
・
周
縁
・
媒
介
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
中
澤
克
昭
『
肉
食
の
社
会
史
』

（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）、
有
富
純
也
「
日
本
古
代
の
肉
食
慣
行
︱
中
国
と
の

比
較
を
中
心
に
︱
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
四
一
九
、二
〇
二
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）　

斎
戒
に
つ
い
て
は
、
岡
田
重
精
『
古
代
の
斎
忌
︱
日
本
人
の
基
層
信
仰
︱
』（
国
書

刊
行
会
、一
九
八
二
年
）、同『
斎
忌
の
世
界
︱
そ
の
機
構
と
変
容
︱
』（
国
書
刊
行
会
、

一
九
八
九
年
）
で
、
祭
祀
や
凶
事
と
い
っ
た
非
日
常
に
際
し
て
の
生
活
規
制
全
般
を

示
す
「
斎
忌
（
イ
ミ
）」
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
網
羅
的
研
究
が
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。

（
４
）　

岡
田
氏
前
掲
註
（
３
）
書
。

（
５
）　

仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
補
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）。

（
６
）　

中
澤
氏
前
掲
註
（
２
）
書
、
四
五
頁
。

（
32
）

（
33
）
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（
７
）　

三
橋
正
「
平
安
貴
族
社
会
と
穢
れ
」（『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』、
法

蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
一
九
八
九
年
）。

（
８
）　
『
江
談
抄
』
に
は
、「
喫
二
鹿
宍
一
人
当
日
不
レ
可
レ
参
二
内
裏
一
事
」
と
の
項
目
が
あ
り
、

そ
れ
が
斎
戒
の
期
間
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
鹿
の
肉
を
食
し
た
当
日
の
参
内

が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）　

致
斎
条
の
規
定
に
基
づ
け
ば
、
最
も
厳
重
な
斎
戒
が
要
求
さ
れ
る
大
嘗
祭
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
た
め
の
斎
戒
が
開
始
さ
れ
る
の
は
祭
日
の
一
箇
月
前
か
ら
で
あ
る
が
、

忠
親
が
八
月
段
階
か
ら
斎
戒
を
実
施
し
始
め
て
い
る
の
は
、
そ
の
検
校
な
ど
を
奉
行

し
た
場
合
、斎
戒
が
よ
り
長
期
に
及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。こ
れ
に
は
、『
日

本
後
紀
』
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
十
月
丁
丑
（
二
十
九
日
）
条
に
、「
制
、
稽
二
於
前

例
一
、
大
嘗
散
斎
三
月
也
。
自
今
以
後
、
以
二
一
月
一
為
レ
限
」
と
見
え
、
平
安
初
期
以

前
に
は
大
嘗
祭
の
斎
戒
は
三
箇
月
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
慣
例
と
の
関
係
が

考
え
ら
れ
、
忠
親
も
ま
た
、
本
文
中
で
引
用
し
た
卜
部
兼
友
と
の
や
り
取
り
の
後
、

「
十
一
月
以
前
者
尋
常
斎
、
十
一
月
以
後
者
殊
潔
斎
」
と
し
て
お
り
（『
山
槐
記
』
元

暦
元
年
八
月
二
十
五
日
条
）、
十
一
月
に
入
っ
て
か
ら
は
よ
り
厳
重
な
斎
戒
と
す
る
と

い
う
、
段
階
的
な
斎
戒
の
実
施
を
想
定
し
て
い
る
。

（
10
）　

三
上
喜
孝「
雑
令
六
斎
日
条
の
成
立
︱
日
唐
令
の
比
較
か
ら
︱
」（『
続
日
本
紀
研
究
』

三
〇
二
、一
九
九
六
年
）、藤
田
琢
司「
古
代
に
お
け
る
六
斎
日
の
殺
生
禁
断
に
つ
い
て
」

（『
鷹
陵
史
学
』
二
三
、一
九
九
七
年
）。

（
11
）　

例
え
ば
『
小
右
記
』
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
十
一
月
八
日
条
で
は
、
五
節
の
小

師
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、「
依
二
大
師
申
一、
先
給
二
菓
子
等
一、
次
給
二
飯
菜
一。
今
日
精
進

日
。
仍
精
進
菜
相
交
味
物
而
已
」
と
あ
る
他
、『
殿
暦
』
に
は
「
六
斎
日
大
般
若
読
経

巳
時
了
。
其
後
如
レ
例
服
魚
」
と
い
っ
た
よ
う
に
（
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
正
月

二
十
日
条
）、六
斎
日
に
大
般
若
経
の
読
経
を
個
人
的
に
行
い
、そ
の
際
は
魚
類
を
断
っ

て
い
る
と
い
う
記
載
が
見
え
る
。

（
12
）　

高
取
正
男
『
神
道
の
成
立
』（
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
）、
佐
藤
眞
人
「
平
安
時
代

宮
廷
の
神
仏
隔
離
︱
『
貞
観
式
』
の
仏
法
忌
避
規
定
を
め
ぐ
っ
て
︱
」（
二
十
二
社
研

究
会
『
平
安
時
代
の
神
社
と
祭
祀
』、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
）、
同
『
大
嘗
祭

に
お
け
る
神
仏
隔
離
︱
そ
の
変
遷
の
通
史
的
検
討
︱
』（『
國
學
院
雑
誌
』
九
一
－
七
、

一
九
九
〇
年
）
他
、
神
仏
習
合
と
神
仏
隔
離
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
と
し
て「
神
仏
習
合
と
神
仏
隔
離
を
め
ぐ
っ
て
」（『
神
道
宗
教
』

一
四
六
、一
九
九
二
年
）
が
あ
る
。

（
13
）　

荻
美
津
夫
「
解
斎
考
」（『
日
本
歴
史
』
三
七
九
、一
九
七
九
年
）。

（
14
）　

寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
十
月
三
日
条
に
、
稲
荷
社
と
祇
園
社
と
に
行
幸
が
あ
っ

た
際
の
記
録
と
し
て
、「
稲
荷
。魚饗
。祇
園
。精進
。」
と
あ
る
。

（
15
）　
『
殿
暦
』
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
六
月
七
日
条
。
そ
の
他
に
も
「
殿
暦
」
に
は
、

長
治
元
年
（
一
一
〇
五
）
六
月
七
日
条
・
十
四
日
条
、
天
永
三
年
（
一
一
一
二
）
六

月
七
日
条
な
ど
に
同
様
の
記
載
が
見
え
る
。

（
16
）　

竹
園
賢
了
「
熊
野
信
仰
の
一
考
察
︱
神
仏
相
関
の
一
駒
︱
」（
宮
家
準
編
『
民
衆
宗

教
史
叢
書
（
第
二
一
巻
）
熊
野
信
仰
』、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
）。

（
17
）　

永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
に
、
忠
実
は
夢
想
を
得
た
こ
と
か
ら
、
自
身
が
熊
野
詣

を
行
う
代
わ
り
に
使
者
を
発
遣
し
て
い
る
が
、「
件
使
今
日
始
精
進
。
仍
余
心
精
進

不
レ
服
レ
魚
。
内
府
・
女
房
・
姫
君
同
レ
之
。
是
先
達
所
レ
申
也
」（『
殿
暦
』
永
久
五
年

正
月
五
日
条
）
と
、
使
者
の
み
な
ら
ず
自
身
や
自
身
の
家
族
と
共
に
魚
食
を
取
り
止

め
て
い
る
。

（
18
）　

中
野
幡
能『
八
幡
信
仰
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
六
年
）、逵
日
出
典『
八

幡
宮
宮
成
立
史
の
研
究
』（
群
書
類
従
刊
行
会
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
19
）　
『
新
抄
格
勅
符
抄
』
所
収
の
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
十
二
月
二
十
一
日
付
太
政
官

符
に
「
応
レ
納
二
府
庫
一
八
幡
大
菩
薩
封
一
千
四
百
戸
・
位
田
百
卌
町
事
」
と
あ
る
。

（
20
）　

神
仏
習
合
に
関
し
て
は
膨
大
な
量
の
研
究
の
蓄
積
が
存
在
す
る
が
、
辻
善
之
助
「
本

地
垂
迹
説
の
起
源
に
つ
い
て
」（『
日
本
仏
教
史
研
究
（
上
巻
）』、
一
九
八
三
年
、
初

出
一
九
一
九
年
）、
堀
一
郎
「
神
仏
習
合
に
関
す
る
一
考
察
」（『
堀
一
郎
著
作
集
（
二
）

宗
教
・
習
俗
の
生
活
規
制
』、
未
来
社
、
一
九
六
三
年
、
初
出
一
九
五
三
年
）、
村
山

修
一
『
本
地
垂
迹
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）、
義
江
彰
夫
『
神
仏
習
合
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
、
平
安
期
ま
で
の
そ
の
大
局
的
な
流
れ
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
ま
た
嵯
峨
井
建
『
神
仏
習
合
の
歴
史
と
儀
礼
空
間
』（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
三
年
）
で
、
主
要
関
係
史
料
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）　
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
十
二
月
十
六
日
条
。

（
22
）　
『
兵
範
記
』
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
二
月
十
日
条
。

（
23
）　
『
殿
暦
』
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
四
月
十
四
日
条
。
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（
24
）　

岡
田
氏
前
掲
註
（
３
）
書
（『
斎
忌
の
世
界
︱
そ
の
機
構
と
変
容
︱
』）、
一
一
三
頁
。

（
25
）　
『
水
左
記
』
承
保
三
年
（
一
〇
七
六
）
八
月
八
日
条
。

（
26
）　
『
殿
暦
』
長
治
二
年
（
一
一
〇
五
）
八
月
四
日
条
。

（
27
）　

頼
長
が
示
す
通
り
、『
御
堂
関
白
記
』
に
拠
る
と
、
道
長
は
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）

の
八
月
十
四
日
に
は
法
性
寺
で
五
壇
法
を
修
し
て
い
る
が
、
翌
一
五
日
条
に
は
、「
早

朝
出
レ
京
、
立
二
石
清
水
神
馬
一
」
と
あ
る
。

（
28
）　

羽
床
正
明
「
北
辰
献
燈
と
北
辰
信
仰
」（『
歴
史
手
帖
』
二
四
－
九
、一
九
九
六
年
）、

並
木
和
子
「
御
燈
の
基
礎
的
考
察
︱
変
遷
の
実
態
を
中
心
に
︱
」（『
古
代
文
化
』

五
八
－
三
、二
〇
〇
六
年
）、
西
本
昌
弘
「
八
・
九
世
紀
の
妙
見
信
仰
と
御
燈
」（『
日

本
古
代
の
王
宮
と
儀
礼
』、
塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）。

（
29
）　
「
鶏
鳴
四
方
拝
如
レ
常
。
女
犯
・
魚
食
之
後
、
雖
レ
不
レ
沐
、
有
二
此
事
一
否
、
依
二
不

審
一、
尋
二
新
院
女
房
等
一。
答
云
、
不
二
必
沐
御
一。
只
浴
後
不
二
女
犯
・
魚
食
給
一
者
。

因
余
夜
前
不
レ
沐
、
只
浴
。」（『
台
記
』
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
正
月
一
日
条
）、

「
自
二
今
日
一
始
修
二
毎
月
北
斗
供
一。仍
不
レ
用
二
魚
類
一
」（『
玉
葉
』安
元
二
年（
一
一
七
六
）

十
一
月
一
日
条
）。

（
30
）　
「
又
下
二
知
河
内
・
攝
津
両
国
一
称
、
斎
内
親
王
、
擬
レ
出
二
神
宮
一。
従
二
河
陽
宮
一
取
二

水
路
一、
赴
二
難
波
宮
一。
依
レ
例
三
処
祓
除
、
毎
処
経
二
一
日
一
。
即
便
取
二
三
嶋
道
一、

還
二
向
河
陽
宮
一。
其
陪
従
一
百
人
、
検
校
并
奉
迎
等
使
六
十
二
人
。
酒
食
夫
馬
等
類
、

事
々
衹
供
。時
属
二
諒
闇
一、莫
レ
用
二
魚
鳥
一
」（『
日
本
三
代
実
録
』元
慶
五
年（
八
八
一
）

正
月
十
九
日
条
）。
こ
れ
は
清
和
太
上
天
皇
の
死
去
を
受
け
て
伊
勢
斎
王
が
帰
京
す
る

際
、そ
の
帰
京
に
供
奉
す
る
人
々
へ「
酒
食
夫
馬
等
類
」の
支
給
を
命
じ
る
旨
を
河
内
・

摂
津
両
国
に
通
達
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
清
和
の
死
去
後
、
一
箇
年
の
服
喪
期
間
に

あ
た
る
「
諒
闇
」
の
最
中
で
あ
る
た
め
、「
魚
鳥
」
を
彼
ら
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
と

し
て
い
る
。

（
31
）　

前
掲
註
（
２
）
記
載
論
文
・
書
。

（
32
）　

三
橋
正
「『
諸
社
禁
忌
』
に
つ
い
て
︱
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
に
お
け
る
穢
の

諸
相
︱
」（
三
橋
氏
前
掲
註
（
７
）
書
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）。

（
33
）　

岡
本
彰
夫
「
春
日
大
社
の
斎
戒
」（『
春
日
文
化
』
三
、一
九
九
五
年
）。

︻
付
記
︼　

本
稿
は
、
令
和
二
・
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）、

及
び
令
和
二
年
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
若
手
研
究
、
課
題
番
号
：21K

13091

）
に
よ
る

成
果
の
一
部
で
あ
り
、
歴
史
学
研
究
会
古
代
史
部
会
例
会
に
お
け
る
口
頭
報
告
の
内
容
の

一
部
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。




